
参考資料１

　　　　　国民的伝統行事又は歴史的文化的建造物の修復に係る特殊用材の需要・要望に対する対応手順

行事の場所の提供
又は立木若しくは原木（丸太）

での供給が必要

地元業界等による
製品供給

随意契約の
適格性がある

供給しない

国民的な伝統行事等
（注2）に該当するか否

を判断

上記に該当 供給しない

供給する
地元市町村及び関係
業界から意見を聴取

森林資源利用専門部会
に報告

製品供給の可能性につ
いて要望者等と調整

製品による
供給の可否

地元業界等による
製品供給

行事の場所、立木又は
原木（丸太）の選定

製品供給への一部
振替が可能

必要に応じ
要望者等と調整

供給量及び
樹材種の見直し

木曽悠久の森
のバッファの人工林

で出材可能

木曽悠久の森
の保護林以外のコアa・ｂ

の人工林で出材
可能

木曽悠久の森
のコアa・ｂの天然
林（保護林を除く）

で出材可能

不足分は
供給しない
（局長判断）

供給しない
（供給しない理由等
を森林資源利用専

門部会に報告）

適当と判断 局長へ意見を提出 局長が再度判断

管理委員会に意見を提出 供給が必要 供給しない

適当と判断 局長へ意見を提出

局長へ意見を提出 局長が判断
供給する

（要望者等に地元市町村等の意見を伝達）

森林資源利用専門部会
に報告

木曽悠久の森の
バッファの天然林で

出材可能

要望者等から具体的内容の聴取
 ①供給対象（行事、神社仏閣）の具体的内容
 ②樹種、寸法、数量等
 ③原木（丸太）又は立木での供給の必要性
 ④国有林が供給する必要性

（注1）森林計画は、国有林野施業実施計画をいう。
（注2）国民的伝統行事等の「等」は、国宝、重要文化財等
歴史的・文化的建造物の修復等をいう。

森林資源利用専門部会
に報告

　森林資源利用専門部会において審議
　　・要望等の具体的内容
　　・国民的な伝統行事等に該当するとの判断の適否
　　・伐採計画案の適否

　森林資源利用専門部会の意見を添え管理委員会で審議

　伐採計画案を作成
　　・供給の必要性
　　・伐採箇所の林種、面積、樹種、本数、伐採方法、更新方法等
　　・伐採等による木曽悠久の森（特にコアa、b）への影響
　　・資源の持続性
　　・中部森林管理局の意見
  　・地元市町村等の意見

木曽悠久の森
以外の箇所から出材で

対応可能（森林計画（注1)の伐採
指定箇所を優先し供給する.。伐採

指定箇所で供給できない場合
は慎重に検討する）
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別冊

第１回「木曽悠久の森」管理委員会

森林資源利用専門部会

現地検討会資料
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森林資源利用専門部会 現地検討会資料

検討箇所番号 ①

所轄森林管理署 東濃森林管理署

悠久の森ゾーン区分 緩衝地域（バッファ）

国有林名 加子母裏木曽国有林

林小班 ７７い

樹種別混交割合 ヒノキ（９３％）、サワラ（６％）

小班面積 ２３．２０ｈａ

林齢（平成 29年 4月 1日現在） １０２年生（大正 5年）

地質 流紋岩

土壌型 適潤性褐色森林土（偏乾亜型）

平均胸高直径 ヒノキ：３３ cm
サワラ：１６ cm

平均樹高 ヒノキ：２２ｍ

サワラ：８ｍ

ｈａ当たり本数 ６８４本

ｈａ当たり材積 ５６８ m3

施業履歴 枝打：昭和 29～ 30・31～ 32年度
間伐：昭和 48・49・61・62年度
補植：平成 3年度（6.32ha）

※樹種混交割合、平均胸高直径、平均樹高、ｈａ当たりの材積は、森林調査簿

データ（平成 29年 4月 1日現在）より算出







斧入れ式式典会場

①　斧入れ式式典会場入口（林道側）
（白テープ　区域外縁標示木）

（赤色テープ支障木）

②　斧入れ式式典会場入口（南側）
（白テープ　区域外縁標示木）

（赤色テープ支障木）

③　斧入れ式式典会場入口（東側）
（白テープ　区域外縁標示木）

（赤色テープ支障木）

④　斧入れ式式典会場入口（北側）
（白テープ　区域外縁標示木）
（一重赤色テープ支障木）

（二重赤色テープ伐倒予定木）

－１－



斧入れ式伐倒予定木等

⑤　斧入れ式伐倒予定木
（二重赤テープ標示木）

⑥　斧入れ式伐倒予定木
（二重赤色テープ標示木）

⑦　斧入れ式伐倒予定木と伐倒支障木
（一重赤色テープ標示木：伐倒支障木）
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裏 木 曽 古 事 の 森
う ら き そ こ じ も り

◎古事の森とは
「古事の森」とは故・立松和平氏が提唱した、神社・仏閣・城郭・旧家などの歴史的木造建築

物の修復に必要な樹齢２００年から４００年の大径材を育てる超長期の森づくりです。
岐阜県の裏木曽地域は長野県の木曽谷地域とともに木曽ヒノキの良材の産地として全国に知ら

れており、我が国を代表する木造建築物（伊勢神宮、名古屋城など）の御用材として伐出され、
姫路城昭和の大修理では、西の心柱に裏木曽地域のヒノキが使われました。

今後においても貴重な木造建築物の修復用材を供給していくことが必要となっています。
（「古事の森」は全国で１０ヶ所設定されています）

◎裏木曽古事の森 育成協議会
「裏木曽古事の森 育成協議会」は東濃森林管理署と協定を結び、中津川市加子母の加子母裏

木曽国有林にある９０年生のヒノキ林２３．２０ｈａを「裏木曽古事の森」として指定し、平成
１６年１０月８日に故・立松和平氏や一般参加者によりヒノキの幼木を植栽、数百年後に歴史的
建造物の御用材に役立てるよう森づくりを行っています。

主な活動地域 岐阜県中津川市加子母 加子母裏木曽国有林

代 表 者 氏 名 会長 三浦八郎

会 員 数 協議会加入団体１７団体（平成２５．５月現在）
観光協会、森林組合、木造建築関係団体、林業研究グループ、
商工会、製材関係団体、交通会社、ボランティア団体などで構成

設 立 時 期 平成１６年５月２０日

◎協議会の活動内容

・裏木曽古事の森での育林作業
下草刈り作業など育林作業の他、歩道の整備を

行っています。

・付知峡自然休養林の整備
裏木曽古事の森を中心とする、付知峡自然休養

林を訪れる方々に、気持ちよく過ごして頂けるよ
う、自然休養林の環境整備を行っています。

・一般公募で、裏木曽の森林散策ツアーを計画
豊かな自然林を散策するツアーを計画。ウォー

キングしながら、森林の素晴らしさを体感してい
ただいています。

「裏木曽古事の森の集い」で講演する

故・立松和平氏（H16）

付知中学校１年生による下刈作業(H24.10.15)

「裏木曽古事の森」

樹齢約１００年と約１０年のヒノキが立ち並ん

でいます。

H25.5 改


